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調達改善に向けた取組について
歳出における無駄の撲滅のためには、行政事業レビューなどの取組とともに、事業の実施に

必要な財・サービスの調達を費用対効果において優れたものとするための不断の取組が不可欠。

１．これまでの主な取組

２．検討の視点

○調達改善に向けた課題と取組
（１）随意契約の見直し

競争性の高い契約への移行、随意契約によらざるを得ない場合の理由の公表
（２）一者応札の見直し

入札参加者を増やすための仕様の見直しや調達情報の周知等
（３）共同調達の拡大

省庁横断での共同調達の実施や対象品目の更なる拡大等
（４）調達・契約手法の多様化

総合評価落札方式の積極的活用、競り下げの試行等

○調達改善計画の策定
平成24年度から、各府省が調達改善計画を策定し、ＰＤＣＡサイクルにより自律的に調達

改善を図る取組を開始

平成24年度から各府省において調達改善計画の取組が開始されているところであるが、上半
期における実施状況をみると、以下の点が当面の課題と考えられる。
○各府省の調達改善計画の策定による取組を定着させ、調達改善に関するＰＤＣＡサイクルを
確立する必要性。

○調達改善に関するノウハウ等の政府全体での共有化・標準化及び、効果的活用。
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平成24年度調達改善計画の概要
（調達改善に関するＰＤＣＡサイクル）

次年度の調達改善計画に反映（Ａ）

計画に基づく実施（Ｄ）
実施状況の自己評価（Ｃ）

各府省において、調達改善計画に
掲げた取組全体の総合的な自己評
価を実施

＜自己評価に盛り込む内容＞
・具体的取組
・取組の効果
・目標の達成状況

（未達成の場合その理由）
・更なる改善方策

各府省におけるＰＤＣＡ
サイクルの確立に
内閣府等が関与

上半期末・年度末

＜調達改善計画に盛り込む内容＞
①各府省が調達の実情を踏まえて重点的に改
善に取り組む分野の選定、取組内容・目標

②府省統一的に盛り込む分野についての取組
内容・目標
・汎用的な物品・役務
・政府系公益法人等との随契・一者応札

・公共サービス改革プログラムで新規に提言され
た内容

③調達改善の推進体制等（第三者機関の活用等）

各府省において、調達の実態を把
握・分析した上で、調達改善計画を
策定

調達改善計画の策定（Ｐ）

～前年度末

参考
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